地域集会所での禁煙標識掲示について(保健センターへの報告用紙)

「多治見市望まないタバコの被害から市民を守る条例」に伴い、区・町内会で管理してみえる集会所等における禁煙標識掲示のご協力をいただいております。
　つきましては町内会長様にご確認いただき、劣化している等で新たな標識が必要な場合はFAXまたはお電話にて保健センターへご連絡ください。次回区長会（８月22日）でお渡しさせていただきます。
　
報告期限：７月末　　　※必要ない場合、連絡は不要です

多治見市保健センター　健康づくりグループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　507-8787　多治見市音羽町１-２３３
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　２３－５９６０　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX   ２５－８８６６
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